
  

一 

日
本
学
術
会
議
法
案
に
対
す
る
修
正
案 

日
本
学
術
会
議
法
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
、
「
、
選
定
助
言
委
員
会
及
び
運
営
助
言
委
員
会
」
及
び
「
第
二
十

五
条
―
」
を
削
る
。 

第
一
条
中
「
と
し
て
」
の
下
に
「
、
独
立
し
て
」
を
加
え
る
。 

第
八
条
第
一
項
中
「
、
会
員
候
補
者
選
定
委
員
会
、
選
定
助
言
委
員
会
及
び
運
営
助
言
委
員
会
」
を
「
及
び
会
員
候
補
者
選

定
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
五
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
章
第
五
節
の
節
名
中
「
、
選
定
助
言
委
員
会
及
び
運
営
助
言
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
を
削
る
。 

 

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
第
五
項
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
選
定
方
針
」

と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」



 

二 

を
「
第
二
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
第
二
章
第
四
節
中
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

監
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

 

一 

会
議
の
経
営
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
会
議
の
業
務
に
関
し
優
れ
た
識
見
と
経
験
を
有
す
る
者 

 

二 

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
実
務
に
精
通
し
て
い
る
者 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
監
事
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
議
の
意
見
を
聴
き
、
そ

の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
会
議
の
意
見
の
決
定
は
、
総
会
の
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
監
事
の
任
期
） 

第
二
十
五
条 

監
事
の
任
期
は
、
そ
の
任
命
後
三
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
第
四
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
の
財
務
諸
表
の
承
認
の
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
監
事
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。 



  

三 

２ 

監
事
は
、
一
回
に
限
り
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
二
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
監
事
の
職
務
等
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。 

第
二
十
条 

監
事
は
、
学
術
研
究
の
特
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
常
に
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
て
、
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と

す
る
。 

 

第
三
十
一
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
、
選
定
助
言
委
員
会
の
意
見
を
聴
い

て
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
会
員
が
」
の
下
に
「
、
監
事
に
任
命
さ
れ
た
と
き
、
又
は
」
を
加
え
る
。 

第
三
十
六
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
三
十
七
条
中
「
た
め
、
」
の
下
に
「
独
立
し
て
」
を
加
え
る
。 



 

四 

 
第
四
十
四
条
第
六
項
中
「
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
会
議
が
中
期
的
な
活
動
計
画
及
び
年
度
計
画
に
基
づ
く
活
動
を
継
続
的

か
つ
安
定
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
十
一
条
第
七
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条

第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

５ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
学
術
会
議
評
価
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
議

の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
項
の
会
議
の
意
見
の
決
定
は
、
総
会
の
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

附
則
第
二
条
中
「
附
則
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
施
行
日
に
お
け
る
会
員
の
選
任
） 



  

五 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
会
員
と
な
る
べ
き
者
（
以
下
「
会
員
予
定
者
」
と
い

う
。
）
と
し
て
次
条
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
員
に
選
任

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

附
則
第
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
会
員
予
定
者
の
選
定
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
附
則
第

六
条
第
一
項
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
、
「
の
候
補
者
を
選
定
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
推
薦
す
る
」
を
「
百
二
十
五
人
を
選
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
の
候
補
者
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
第

五
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
候
補
者
」
を
削
り
、
「
総
会
」
の
下
に
「
（
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
総
会
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
六
条
第
四
項
中
「
優
れ
た
研
究
又
は
業
績
が
あ
る
科
学
者
」
を
「
現
会
員
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条

第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
の
基
準
及
び
方
法
」
を
「
に
関
す
る
方
針
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。 

 

附
則
第
八
条
第
一
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
を
「
現
行
日
本
学
術
会
議
」
に
、
「
附
則
第
三
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
」



 

六 

に
、
「
指
名
し
た
者
」
を
「
選
定
し
た
者
及
び
現
会
員
（
そ
の
任
期
が
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
も
の
を
除
く
。
附
則
第

二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
指
名
す
る
」
を
「
選
任
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第

三
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
指
名
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
会
議
」
と
あ
る
の
は
、
「
現
行
日
本
学
術
会
議
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
八
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
選
任
に
つ
い
て
は
、
総
会
の
決
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

附
則
第
九
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
指
名
さ
れ
た
」
を
「
選

任
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
附
則
第
三
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
、
「
指
名
さ
れ
た
」
を
「
選
定
さ
れ
た
」
に

改
め
、
「
（
そ
の
任
期
が
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
三
項
」
及

び
「
及
び
運
営
助
言
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
」
を
削
る
。 



  

七 

 
附
則
第
二
十
三
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
中
「
、
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
、
第

二
十
五
条
第
三
項
中
「
会
員
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
候
補
者
選
考
委
員
で
あ
っ
た
者
の
」
と
」

を
削
る
。 


